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(旧)
北
小
跡
に
県
立
特
別
支
援

学
校
受
入
れ
に
際
し
て
次
の
確

認
を
し
た
い
。

①
町
か
ら
提
示
し
て
い
た
、
住

民
活
動
拠
点
の
確
保
、
(旧)
北

小
の
メ
モ
リ
ア
ル
ル
ー
ム
の

設
置
、
学
校
開
放
な
ど
８
項

目
の
条
件
は
す
べ
て
満
た
さ

れ
た
か
。

②
地
元
住
民
へ
の
説
明
は
。
ま

た
、
工
事
に
伴
う
機
材
置
場

や
駐
車
場
な
ど
の
確
保
は
。

③
児
童
生
徒
の
通
学
方
法
は
。

④
教
職
員
の
駐
車
場
確
保
は
。

⑤
地
域
住
民
と
の
交
流
は
。

①
８
項
目
の
町
の
条
件
に
基
本

的
に
合
意
し
て
い
る
。

細
部
に
つ
い
て
更
に
協
議

し
て
い
る
。

②
地
元
説
明
は
工
事
着
工
の
一

か
月
前
を
予
定
し
て
い
る
。

③
小
中
学
部
は
バ
ス
送
迎
を
予

定
。
高
等
部
は
山
電
播
磨
町

駅
と
Ｊ
Ｒ
土
山
駅
か
ら
の
徒

歩
通
学
を
予
定
し
て
い
る
。

④
原
則
は
公
共
交
通
機
関
の
利

用
。
自
家
用
車
利
用
の
場
合

は
周
辺
の
借
地
を
検
討
す
る
。

⑤
地
域
交
流
連
携
施
設
を
中
心

に
、
地
域
の
方
々
と
多
様
な

交
流
を
予
定
し
て
い
る
。

道
路
に
つ
い
て
次
の
３
ル
ー

ト
の
整
備
計
画
の
見
直
し
を
。

①
本
荘
平
岡
線
の
拡
幅
は
県
の

計
画
か
ら
も
外
れ
て
お
り
、

実
現
性
が
乏
し
い
。
計
画
変

更
し
て
歩
道
の
整
備
を
。

②
大
中
二
見
線
の
延
伸
先
を
明

姫
幹
線
に
接
続
せ
ず
加
古
川

市
の
野
口
二
俣
線
に
接
続
を
。

③
二
子
古
田
線
の
改
良
が
遅
れ

て
い
る
。
優
先
的
に
整
備
を
。

①
都
計
道
路
の
た
め
変
更
は
困

難
。
歩
道
整
備
は
県
に
要
望
。

②
加
古
川
市
の
合
意
が
不
可
欠

で
あ
り
、
現
状
で
は
困
難
。

③
道
幅
の
拡
幅
は
難
し
い
が
、

交
差
点
改
良
を
優
先
し
た
い
。

防
犯
カ
メ
ラ
は
、
当
町
で
も

阿
閇
漁
港
の
ヨ
ッ
ト
係
留
施
設

の
防
犯
対
策
と
し
て
各
所
に
設

置
さ
れ
て
い
る
。

庁
舎
前
で
も
数
年
前
の
菊
花

展
の
花
切
断
や
、
自
転
車
置
場

な
ど
で
悪
質
な
い
た
ず
ら
に
よ

る
パ
ン
ク
被
害
な
ど
が
頻
発
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
対
策
に
は

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
。

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
は
各
担

当
グ
ル
ー
プ
で
判
断
し
て
設
置

し
て
い
る
が
、
夜
間
の
駐
車
場

や
駐
輪
場
は
夜
10
時
以
降
の
使

用
を
想
定
し
て
い
な
い
の
で
設

置
し
て
い
な
い
。
現
在
あ
る
防

犯
カ
メ
ラ
の
方
向
変
更
で
対
応

で
き
る
か
検
討
し
た
い
。

▲特別支援学校の受入れが決まった(旧)北小学校

県学校受入れの条件整備は
答弁＝基本的に合意している

道
路
計
画
の
見
直
し
を

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を

答
弁
＝
清
水
町
長

答
弁
＝
高
橋
理
事

既
設
カ
メ
ラ
で
対
応
検
討

自
治
ク
ラ
ブ
代
表

毛
利
　
　
豊

答
弁
＝
木
村
理
事

計
画
見
直
し
は
困
難

国
や
地
方
の
未
来
像
は
教
育

に
あ
り
、
い
ま
さ
ら
の
如
く
教

育
行
政
の
重
要
性
を
論
じ
る
必

要
は
な
い
が
、
報
道
関
係
か
ら

教
育
委
員
会
は
月
に
一
度
の
会

議
に
事
務
局
準
備
の
内
容
を
追

認
す
る
だ
け
と
の
形
骸
化
が
叫

ば
れ
て
久
し
い
。

ま
た
、
一
方
で
は
教
育
課
題

に
ご
尽
力
さ
れ
て
い
る
教
育
委

員
の
立
場
か
ら
は
予
算
や
人
事

の
権
限
が
な
い
と
不
満
を
持
っ

て
い
る
委
員
も
い
る
の
で
は
な

い
か
。

そ
の
様
な
環
境
の
下
で
の
今

後
の
教
育
委
員
会
の
活
性
化
を

如
何
に
考
え
る
の
か
。

当
町
の
教
育
委
員
会
は
重
要

施
策
の
決
定
を
し
て
お
り
、
一

般
に
言
わ
れ
る
形
骸
化
に
は
当

て
は
ま
ら
な
い
。

先
の
教
育
基
本
法
の
改
正
を

踏
ま
え
、
教
育
行
政
の
中
心
的

な
担
い
手
と
し
て
、
よ
り
高
い

使
命
感
を
持
っ
て
責
任
を
果
た

し
て
い
く
。
ま
た
、
責
任
体
制

の
明
確
化
や
体
制
の
充
実
を
図

り
、
人
事
に
対
す
る
権
限
も
明

確
に
し
、
予
算
も
地
方
教
育
行

政
部
会
で
提
案
さ
れ
て
い
る
枠

予
算
化
の
方
向
に
あ
る
。

重
要
施
策
の
審
議
決
定
や
教

育
の
方
向
性
に
つ
い
て
常
に
リ

ー
ド
し
て
い
く
。

総
務
省
か
ら
８
月
15
日
発
表

さ
れ
た
平
成
20
年
度
普
通
交
付

税
の
算
定
結
果
に
よ
る
と
、
不

交
付
団
体
は
８
年
ぶ
り
に
減
少

し
１
７
９
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

団
体
数
で
は
９
団
体
の
減
で
あ

る
が
、
不
交
付
団
体
の
人
口
比

率
で
は
３
７
７
０
万
人
の
29
・

５
％
と
過
去
最
高
で
あ
り
、
基

礎
自
治
体
に
お
け
る
財
政
力
の

二
極
化
が
進
ん
で
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
景
気
低
迷

す
る
中
で
当
町
が
不
交
付
団
体

に
な
っ
た
が
、
当
町
の
行
政
執

行
の
今
後
に
関
し
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

法
人
税
に
つ
い
て
は
平
成
19

年
度
決
算
に
お
い
て
過
去
最
高

を
記
録
し
た
が
、
こ
の
傾
向
が

い
つ
ま
で
継
続
す
る
か
、
不
安

な
部
分
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。

こ
の
よ
う
な
税
収
を
含
め
、

地
方
譲
与
税
や
地
方
交
付
税
の

代
替
で
あ
る
臨
時
財
政
対
策
債

な
ど
の
、
町
が
独
自
で
使
え
る

一
般
財
源
額
の
推
移
見
込
み
を

に
ら
み
な
が
ら
、
必
要
な
臨
時

的
事
業
に
は
基
金
を
充
て
る
な

ど
し
て
、
経
常
収
支
比
率
な
ど

の
指
標
も
考
慮
し
、
真
に
必
要

な
事
業
の
取
捨
選
択
を
行
っ
て

い
く
。

▲責任体制の明確化や充実を図る教育委員会

教育委員会の活性化は
答弁＝教育の方向性を常にリード

住
民
ク
ラ
ブ

永
谷
　
　
修

答
弁
＝
松
田
教
育
長

不
交
付
団
体
で
の
執
行
は

答
弁
＝
山
下
副
町
長

真
に
必
要
な
事
業
を
選
択


